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１．類型分類の整理結果から構造設計の説明の展開の見直し方針
(1)類型分類の整理結果
 類型分類の整理結果としては、条文毎のA、B-1～B-4および設計項目ごとに申請対象設備を整理した
結果（共通12別紙１）を示す。 なお、整理結果のエビデンスとなる設備リストは共通12別紙３として示
す。

(2)構造設計の説明
（1）で類型分類した申請対象設備のうち、既設工認から追加で技術基準適合性の説明が必要となる設
備であって、当該設備に対して既設工認から追加で構造設計の説明が必要となる設備は抜け漏れなく抽出し
た上で、当該設備の構造設計の説明が主となる条文を明確にし、関連条文の要求事項も含めて要求事項（
条文要求、基本設計方針）に対する構造設計を説明する。
具体の抽出の考え方を下記に示す。

A：新設設備なので構造説明が必要 → 竜巻の場合は、飛来物防護ネット、飛来物防護板等が該当
B：既設設備なので、構造説明の要否は以下のとおり整理
B-1：条件変更
・条件変更に伴い、設備に対して工事を伴うものは、既設工認から構造を変更しているため、構造説明
が必要
・条件変更に伴い、評価方法、評価モデルを変更しているものは、評価の観点で構造説明が必要な場合
は構造説明が必要

B-2：条件追加
・追加評価に伴い、評価の観点で構造説明が必要な場合は構造説明が必要
・追加評価に伴い、設備に対して工事を伴うものは、既設工認から構造を変更しているため、構造説明
が必要 → 竜巻の場合は、建屋の扉交換、冷却塔の補強工事をする設備等が該当

3月2日のヒアリング結果を踏まえた修正方針について、以下のとおり整理する。
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B-3：新たに申請設備になったもの
・既設工認で構造説明を実施していないため、構造説明が必要。

B-4：設計条件に変更がないもの
・既設工認から追加で技術基準適合性を説明する対象にはならないため、構造説明は不要

上記を踏まえ、具体的な作業の流れを以下に示す。
 設備単位では、複数の条文の類型分類を踏まえて、説明内容を整理する必要があることから、各条の(1)
の整理結果を、申請対象設備リストに反映する（申請対象設備リストの各条の○付けの欄にA、B-1～B-
4を記載する）。なお、当該リストは「共通12 別紙3」として示す。

 対象設備の各条の欄に「B-1」、「B-2」が含まれる設備であっても、評価の観点から構造設計を示す必要が
ないもの（例：竜巻の「防護対象施設」のうち、建屋内に収納することで防護されることを示すもの）は、構
造設計の説明対象外とする。なお、当該整理に該当する設備は、別紙3において、「B-1’」、「B-2‘」と識別
して明確にする※ 。

 上記までの整理により、設備単位で各条の欄が全て「B-1’」、「B-2‘」、「B-4」、「－」のみとなるものは、構
造設計の説明対象外とする※。

 対象設備の各条の欄に「A」、「B-1」、「B-2」、「B-3」のいずれかが記載されている設備は、類型分類の整
理結果及び条文要求を踏まえ、当該設備の構造設計の説明が主となる条文を設定し、別紙3に青ハッチン
グを示す。また、その際、関連条文の要求事項も含めて構造設計の説明が必要な条文は別紙3に橙ハッチ
ングを示す。
※現在調査中の工事の有無の調査結果を踏まえ、変更となる可能性有。
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２．構造設計の整理の見直し方針（具体のイメージを別添１に示す。）
 「基本設計方針（本文）」は、第2章個別項目がある条文であっても関連する第1章共通項目の基本設
計方針も並記して記載する。ただし、第1章共通項目のうち、施設共通的な方針は抽出対象外とする。

 「設計方針（添付書類）」は、上記で抽出した基本設計方針から添付書類の強度計算等への展開の中
で構造設計の説明に係るものをそれぞれ抽出して並記して記載する。

 「設計の配慮事項（周辺環境等）」は、類型した設備の構造設計の差分に展開するためのインプットとな
ることから、「設計の配慮事項（周辺環境等）」と関連する構造設計の差分の関係が明確になるように横
に並ぶように記載する。

 構造設計の差分の記載は、類型して示すことが可能な部分は記載を纏める。
（構造設計の整理表は、機器ごとに差分を記載した上で、類型した結果を別表で示す。）

 Aについては、施設共通基本設計方針に係る構造設計を説明する。ただし、共通する設計方針であること
から、代表で説明する。（施設共通基本設計方針の構造設計の整理表は別表とする。）
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共通１２の構成（全体体系）

１．概要

２．類型分類

３．設備の構造設計

• 申請対象設備について、各条文の説明項目を
A,B-1～B-4に分類する考え方と分類結果の
説明

８条 竜巻

６条 地震

12条 溢水

：
：

• 既設の工事有無の整理の網羅性と整理結果
の説明 工事対象数

• ２．の整理結果を基に、３．の中で構造設計
の説明が必要となる対象の考え方の説明

• 当該設備の技術基準適合性を踏まえた構造設
計の整理の考え方の説明

別紙１ 類型分類の整理結果

別紙２ 構造概要

具体の
概要図等

構造設計
整理表

• 条文要求事項に対する構造設計を網羅的に整理する
ため、設工認記載内容（基本設計方針及び添付書
類）と設計上の考慮事項を踏まえた具体の構造設計と
の対応関係を整理（既設で工事があるものは、その工
事内容を含む）

• 構造設計の内容について、設工認添付図面（構造
図）のみならず、より具体の詳細図により説明が必要な
場合に添付

• 類型分類の抽出結果の
（合計基数）について
全条添付する

A.新規に設置するもの
【再処理施設】
竜巻防護対策設備： ○基
防護対象設備： ○基
安全機能を有する施設：○基

合計 ○基
B.既設
○○：○基（うち、工事対象 ○基）
：
：

別紙３ 設備リスト（類型分類反映）

• ２．３．の結果を一元的
に確認できるよう、申請対象
設備リストをベースに別紙１
と別紙２の整理結果を反映
し、全体リストとして添付

申請対象設備リスト
（以下の情報を反映）
• 別紙１の類型分類、工事有無と内容
• 別紙２の整理表で示した具体の構造説明
を行う対象と構造説明の類型結果

集約

集約

工事内容

施設共通
基本設計方針
整理表

• 上記以外で、施設共通基本設計方針に該当する条文
要求及び基本設計方針を踏まえた設計内容について、
機器ごとの構造計画整理表とは別の表に纏めて整理
（類型分類でAに分類される設備）

 Aに分類される設備は全て構造
設計を説明

 B-1、B-2に分類される設備のう
ち、既設工認から追加で構造設
計の説明が必要な設備以外（
竜巻の場合は建屋内に設置する
防護対象設備等）は、別紙2へ
の展開は不要

既設工認から
の変更点として
、評価方法、
評価モデルの
変更対象もあ
わせて整理

本文
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別添１

第1章 第1章 第2章 Ⅵ-1-1-1-2-1 Ⅵ-1-1-1-2-3 飛来物防護板(A1) 飛来物防護板(AB建屋） 飛来物防護板(AC建屋） 飛来物防護板(KA建屋） 飛来物防護板(GA建屋）

1

安全冷却水系の冷却塔等の屋外の竜巻
防護対象施設は，設計荷重(竜巻)に対
して，構造強度評価を実施し，安全機
能を損なわないよう，要求される機能
を維持する設計とする。また，設計飛
来物の衝突による影響に対して安全機
能を損なうおそれのある場合には，竜
巻防護対策設備を設置することにより
安全機能を損なわない設計とする。

飛来物防護板は，防護板(鋼材)とそれ
を支持する支持架構又は建屋に支持さ
れる防護板(鉄筋コンクリート)で構成
し，以下の設計とする。

－ －

追而

(飛来物防護板(A1,AB建屋,AC建屋,KA
建屋))
・防護範囲については，通過を許容す
る飛来物より大きい飛来物が竜巻防護
対象施設に直接衝突しない構造とす
る。

追而

(飛来物防護板(A1))
・耐震性確保のため，重量低減が可能
な構造とする。
・サンプリングノズルの点検が可能な
構造とする。

EL+93.5m以上は, 竜巻防護対象施設は
サンプリング配管のみとなることか
ら,重量低減が可能なように半円形の
防護板を主排気筒の筒身に設置するこ
とで防護対象を防護する構造とする。
また，サンプリングノズル点検が実施
できるよう，取り外し可能な構造とす
る。
(第1.2.1-7図参照）

－ － －

追而

(飛来物防護板(A1,AB建屋,AC建屋,KA
建屋))
・地震時の変位量を考慮した設計とす
る場合は，通過を許容する飛来物より
大きい飛来物が直接衝突しない構造と
する。

(飛来物防護板(GA建屋))
地震時の変位量を考慮する施設が周辺
に存在しないため、隙間が必要がな
い。

竜巻防護対象施設と防護板（鋼材）の
地震時の相対変位を踏まえて隙間を設
けるが，当該隙間から通過を許容する
飛来物より大きい飛来物が直接衝突し
ない構造とする。
(第1.2.1-7図及び第1.2.1-8図参照）
【第1.2.1-1表 地震に関する飛来物防
護板の構造設計 No.2参照】

飛来物防護板(A1)は，中央ブロック，
西ブロック，東ブロックと3ブロック
に分割しているため，ブロック同士の
地震時の相対変位を踏まえて隙間を設
けるが，当該隙間から通過を許容する
飛来物より大きい飛来物が侵入しない
よう,ラビリンス構造とする。
（第1.2.1-5図参照）
【第1.2.1-1表 地震に関する飛来物防
護板の構造設計 No.○参照】

飛来物防護板(AB建屋）と飛来物防護
板(KA建屋）の地震時の相対変位を踏
まえて隙間を設けるが，当該隙間から
通過を許容する飛来物より大きい飛来
物が侵入しないよう,ラビリンス構造
とする。
(第1.2.1-13図参照)
【第1.2.1-1表 地震に関する飛来物防
護板の構造設計 No.○参照】

飛来物防護板(AB建屋）と分離建屋の
地震時の相対変位を踏まえて隙間を設
けるが，当該隙間から通過を許容する
飛来物より大きい飛来物が直接衝突し
ない構造とする。
(第1.2.1-12図及び第1.2.1-15図参照)
【第1.2.1-1表 地震に関する飛来物防
護板の構造設計 No.○参照】

飛来物防護板(AC建屋）と精製建屋の
地震時の相対変位を踏まえて隙間を設
けるが，当該隙間から通過を許容する
飛来物より大きい飛来物が直接衝突し
ない構造とする。
(第1.2.1-16図及び第1.2.1-19図参照)
【第1.2.1-1表 地震に関する飛来物防
護板の構造設計 No.○参照】

飛来物防護板(AB建屋）と飛来物防護
板(KA建屋）の地震時の相対変位を踏
まえて隙間を設けるが，当該隙間から
通過を許容する飛来物より大きい飛来
物が侵入しないよう,ラビリンス構造
とする。
(第1.2.1-13図参照)
【第1.2.1-1表 地震に関する飛来物防
護板の構造設計 No.○参照】

飛来物防護板(KA建屋）と高レベル廃
液ガラス固化建屋の地震時の相対変位
を踏まえて隙間を設けるが，当該隙間
から通過を許容する飛来物より大きい
飛来物が直接衝突しない構造とする。
(第1.2.1-12図及び第1.2.1-15図参照)
【第1.2.1-1表 地震に関する飛来物防
護板の構造設計 No.○参照】

追而

(飛来物防護板(AB建屋,AC建屋,KA建
屋))
・竜巻防護対象施設の周辺に建屋があ
る場合は，建屋を貫通して飛来物が飛
来することを想定しないため、防護範
囲を限定した構造とする。

－

飛来物防護板(AB建屋）の一部分につ
いては，周辺に分離建屋があり，分離
建屋により通過を許容する飛来物より
大きい飛来物が衝突しない範囲につい
ては，防護板を取り付けない構造とす
る。
(第1.2.1-12図及び第1.2.1-15図参照)

飛来物防護板(AC建屋）の一部分につ
いては，周辺に精製建屋があり，精製
建屋により通過を許容する飛来物より
大きい飛来物が衝突しない範囲につい
ては，防護板を取り付けない構造とす
る。
(第1.2.1-16図及び第1.2.1-19図参照)

飛来物防護板(KA建屋）の一部分につ
いては，周辺に高レベル廃液ガラス固
化建屋があり，高レベル廃液ガラス固
化建屋により通過を許容する飛来物よ
り大きい飛来物が衝突しない範囲につ
いては，防護板を取り付けない構造と
する。
(第1.2.1-12図及び第1.2.1-15図参照)

追而

(飛来物防護板(A1))
・竜巻防護対象施設へのアクセス性を
考慮する必要がある場合は,飛来物防
護板内にアクセスできるような構造と
する。
・物品の搬出入を考慮し，ラビリンス
構造とせず扉を採用した。

主排気筒管理建屋等へのアクセス性を
考慮し，開閉構造を有する防護板（鋼
材）を設ける構造とする。
（第1.2.1-6図参照）

－ － －

追而

3

鋼板は設計荷重(竜巻)に対し，設計飛
来物が竜巻防護対象施設へ衝突するこ
とを防止するため，設計飛来物が貫通
しない厚さとする。

(飛来物防護板(GA建屋))
取付け部の設計を合理化するため，設
計飛来物の衝突に対し，防護板は弾性
範囲に留まる厚さを有する設計とし
た。

追而

4

設計荷重(竜巻)に対し，鋼板の破断に
よる脱落を防止するために，鋼板のは
しあき強度を確保する。

－

追而

5

b.支持架構は，設計荷重(竜巻)に対
し，防護板(鋼材)を支持できる強度を
有する設計とする。

防護板(鋼材)を支持する支持架構は，
柱，はり及びブレースによって構成さ
れるラーメン・トラス構造であり，溶
接又はボルトにより接合される鉄骨構
造物である。支持架構は，施設の外殻
に作用する荷重並びに積載する防護板
(鋼材)からの荷重を支持する構造とす
る。また，支持架構を構成する柱は柱
脚部を介して建屋に支持される構造又
は基礎及び杭基礎を介して支持地盤で
ある鷹架層に支持される構造とする。

－

追而

6

c.飛来物防護板は，排気機能に影響を
与えない設計とする。

飛来物防護板は，排気機能に影響を与
えないよう開口を確保する構造とす
る。

(飛来物防護板(A1))
・換気設備の吸排気機能に影響を与え
ないよう，吸排気経路が維持できる構
造とする。

主排気筒管理建屋の換気設備の吸排気
経路を維持するため，フードを設置す
る。（第1.2.1-9図参照）

追而

防護板（鋼材）は設計飛来物の貫通を防止できる板厚を有する構造とする。

竜巻防護対象施設の上方及び側方を覆うように防護板（鋼材）を設置することで防護対象を防護する構造とする。(第1.2.1-3図参照）

防護範囲については，通過を許容する飛来物より大きい飛来物が竜巻防護対象施設に直接衝突しないよう防護板（鋼材）を設置する。

防護板(鋼材)の鋼板破断による脱落を防止するために，鋼板のはしあき強度を確保する構造とする。

支持架構は，設計荷重(竜巻)に対し，防護板(鋼材)を支持できる強度を有する構造とする。

－

設計方針（添付書類）

飛来物防護板は，防護板(鋼材)とそれ
を支持する支持架構又は建屋に支持さ
れる防護板(鉄筋コンクリート)で構成
し，以下の設計とする。
防護板は，設計飛来物の貫通及び裏面
剥離を防止できる設計とする。
支持架構は，設計荷重(竜巻)に対し，
防護板(鋼材)を支持できる強度を有す
る設計とする。
飛来物防護板は，排気機能に影響を与
えない設計とする。
飛来物防護板は，設計荷重(竜巻)によ
り，竜巻防護対象施設に波及的影響を
与えない設計とする。

a.防護板は，設計飛来物の貫通及び裏
面剥離を防止できる設計とする。

第1.2.1-2表　竜巻に関する飛来物防護板の構造設計(1/2)

No. 条文要求
構造設計

設計上の配慮事項（周辺環境等）
基本設計方針（本文）

安全機能を有する
施設は,想定される
自然現象（地震及
び津波を除く）に
よりその安全性を
損なうおそれがあ
る場合において,防
護措置,基礎地盤の
改良その他の適切
な措置が講じられ
たものでなければ

ならない。

防護板（鋼材）及び支持架構より構成する。（第1.2.1-4図参照）
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防護板(鋼材)は，設計荷重(竜巻)に対
し，竜巻時及び竜巻通過後において
も，設計飛来物が竜巻防護対象施設へ
衝突することを防止するために，竜巻
防護対象施設の上部及び側面に設置
し，設計飛来物が防護板(鋼材)を貫通
できない設計とする。

3.3.2 竜巻
(1) 防護すべき施設及び設計方針
安全機能を有する施設は，事業指定
(変更許可)を受けた想定される竜巻
(以下「設計竜巻」という。)が発生し
た場合においても，作用する設計荷重
に対してその安全機能を損なわない設
計とする。
設計竜巻から防護する施設(以下「竜
巻防護対象施設」という。)として
は，安全評価上その機能を期待する建
物・構築物，系統及び機器を漏れなく
抽出する観点から，安全上重要な機能
を有する建物・構築物，系統及び機器
を対象とする。竜巻防護対象施設及び
それらを収納する建屋(以下「竜巻防
護対象施設等」という。)は，竜巻に
対し，機械的強度を有すること等によ
り，竜巻防護対象施設の安全機能を損
なわない設計とする。
また，その施設の倒壊等により竜巻防
護対象施設等に波及的影響を及ぼして
安全機能を損なわせるおそれがある施
設(以下「竜巻防護対象施設等に波及
的影響を及ぼし得る施設」という。)
の影響及び竜巻の随伴事象による影響
を考慮した設計とする。竜巻防護対象
施設等以外の安全機能を有する施設
は，竜巻及びその随伴事象に対して機
能を維持すること若しくは竜巻及びそ
の随伴事象による損傷を考慮して代替
設備により必要な機能を確保するこ
と，安全上支障のない期間での修理を
行うこと又はそれらを適切に組み合わ
せることにより，その安全機能を損な
わない設計とする。
また，上記の施設に対する損傷を考慮
して代替設備により必要な機能を確保
すること，安全上支障のない期間での
修理を行うことを保安規定に定めて，
管理する。なお，使用済燃料収納キャ
スクは再処理施設内に一時的に保管さ
れることを踏まえ，竜巻により使用済
燃料収納キャスクを収納する建屋が使
用済燃料収納キャスクに対して波及的
破損を与えない設計とする。

記載内容は精査中

第１章共通項目の基本設計方針を第２章

個別項目と並記して記載するが、左の記

載のように施設共通的（全般的）な設計

方針は抽出対象外とする。

設計方針（添付書類）は、基本設計方針

から添付書類の強度計算等への展開の中

で構造設計の説明に係るものをそれぞれ

抽出して並記する。

設計上の配慮事項（周辺環境等）と構造

設計は関係が明確になるように横に並ぶ

ように記載する。
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